
◎出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律 
（令和六年六月二一日法律第五九号）   

一、 提案理由（令和六年四月二三日・衆議院法務委員会） 

○小泉国務大臣 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理

及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

 まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨

を御説明いたします。 

 我が国に在留する外国人の数は、既に三百万人を超え、その多くが在留カード又は特

別永住者証明書のほか、個人番号カードを所持している状況にあります。 

 しかし、現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等と個人番号

カードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余

儀なくされています。 

 我が国に在留する外国人の数は今後も増加し、更に多くの外国人が個人番号カードを

所持することが見込まれるところ、在留カード等と個人番号カードを一体化し、我が国

に在留する外国人の利便性を向上させてその生活の質を高め、我が国を外国人に選ばれ

る国にするとともに、行政運営の効率化を図ることが求められています。 

 この法律案は、こうした状況に対応することを目的とし、所要の法整備を図るため、

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正するものであります。 

 この法律案の要点を申し上げます。 

 住民基本台帳に記載されている中長期在留者又は特別永住者が、個人番号カードとし

ての機能を付加するための措置が講じられた在留カード等である特定在留カード等の交

付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等と個人番号カードに関する

手続を、地方出入国在留管理局又は市町村において、一元的に処理することを可能とす

るとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直します。 

 このほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いを明確化するなど、

所要の規定の整備を行うこととしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難

民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部

を改正する法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、 衆議院法務委員長報告（令和六年五月二一日） 

○武部新君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、内閣提出の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案は、在留カー



ド等と個人番号カードの一体化を可能とするとともに、地方出入国在留管理局又は市町

村における手続の一元的処理を可能とするものであります。 

……………（略）…………… 

 内閣提出の両法律案は、去る四月十六日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ

た後、本委員会に付託されました。 

 本委員会においては、二十三日小泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、翌二十四日質

疑に入り、二十六日参考人から意見を聴取いたしました。 

……………（略）…………… 

 十日には厚生労働委員会との連合審査会を開会し、十三日には群馬県及び宮城県にお

いて地方公聴会を開催いたしました。十五日には岸田内閣総理大臣の出席を求めて質疑

を行い、十七日質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、内閣提出の出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実

施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無

所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び公明党の

共同提案により、政府の措置に関する規定、永住者の在留資格の取消しに係る規定の適

用に当たっての配慮に関する規定及び検討に関する規定の追加等を内容とする修正案が

提出され、提出者から趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、階猛君外九名提出の外国

人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案については、賛成少数をもって否決

すべきものと決しました。次に、内閣提出の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正

する法律案については、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。次に、内閣提

出の出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保

護に関する法律の一部を改正する法律案については、修正案及び修正部分を除く原案は

いずれも賛成多数をもって可決され、修正議決すべきものと決しました。 

 なお、内閣提出の両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年五月一七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、在留カード等と個人番号カードの一体化のための準備

を進めるとともに、特定在留カードの更なる利便性向上のための措置について引き続き

検討を行うこと。また、年々巧妙化する偽造技術に対応し、これを防止するための取組

を進めるとともに、プライバシー情報の保護のためのセキュリティ対策を着実に行うも

のとすること。 

三、 参議院法務委員長報告（令和六年六月一四日） 

○佐々木さやか君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案は、本邦に適法に在留す



る外国人の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、在留カード及び特別永住者

証明書と個人番号カードの一体化並びに一体化したカードに係る地方出入国在留管理局

又は市町村における手続の一元的処理を可能とする等の措置を講じようとするものであ

ります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、技能実習制度と育成就労制度

の関係、育成就労外国人の転籍要件、永住者の在留資格の取消し制度の要件の内容及び

導入の是非、在留カード等と個人番号カードの一体化の意義等について、岸田内閣総理

大臣にも出席を求め質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取、静岡県における現地

視察及び地方公聴会、厚生労働委員会との連合審査会を行うなど、幅広い審査を行いま

したが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局した後、日本維新の会・教育無償化を実現する会を代表して清水委員より、

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に

関する法律の一部を改正する法律案に対し、就労目的の外国人の受入れに係る基本戦略

の策定等を定める法律の制定、我が国以外では修得困難な技能を修得する意欲を有する

外国人の受入れに関する措置等の規定を附則に設けることを内容とする修正案が提出さ

れました。 

 次に、日本共産党を代表して仁比委員より、同法律案に対し、永住許可の要件の明確

化及び永住者の在留資格の取消し等に関する規定を削除することを内容とする修正案が

提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して福島委員より両法律案

に反対、日本維新の会・教育無償化を実現する会を代表して清水委員より両法律案に賛

成、日本共産党を代表して仁比委員より両法律案に反対する旨の意見がそれぞれ述べら

れました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年六月一三日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 特定在留カード等について、取得を義務付けず、希望者が任意に取得できることと

した趣旨を、法施行後も尊重すること。 

二 在留カード等と個人番号カードの一体化のための準備を進めるとともに、特定在留

カード等の更なる利便性向上のための措置について引き続き検討を行うこと。 

三 年々巧妙化する偽造技術に対応し、これを防止するための取組を進めるとともに、



プライバシー情報の保護のためのセキュリティ対策を着実に行うものとすること。 

四 紛失、盗難、滅失その他の事由により特定在留カードの所持を失ったときは出入国

在留管理庁において、在留カードが即時に交付されることについて必要な周知を行う

こと。 

  右決議する。 


